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地場産農産物を利用する市内飲食店等への支援を実施します 

―東久留米市地場産農産物利用飲食店等支援金― 

 

 

市では、新型コロナウイルス感染拡大により影響を受けた市内飲食店等に対

する支援の一環として、市内産農産物購入費の一部補助を実施します。 

 

 

【実施期間】 

令和３年９月１５日（水）～令和４年２月１日（火） 

  ※農産物の購入は令和４年１月３１日（月）まで。 

 

【申請要件】 

食品衛生法もしくは東京都食品製造業等取締条例に基づく許可を受けた 

市内の飲食店等 

 

【支援額】 

１０万円を上限とし、市内産農畜産物購入経費の５分の４以内の額 

 

※詳細は、市ホームページをご覧ください。 

https://www.city.higashikurume.lg.jp/shisei/jigyosha/1017922.html 

 

 

■問い合わせ先  

 産業政策課長・島崎 電話０４２・４７０・７７４３ 

https://www.city.higashikurume.lg.jp/shisei/jigyosha/1017922.html



